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策定フローは以下の通りである。

1． 策定フロー（今後）

秋田市内における現状と
将来の整理

連携と役割分担の検討

秋田市公共交通政策ビジョン
秋田市地域公共交通連携計画

アクションプログラム
の効果・検証

市民意見の反映

●パブリックコメント

具体的施策の検討

●施策パッケージ案の設定
●パッケージ案の評価
●施策パッケージの設定

第6回協議会

第7回協議会

1月上旬開催予定

第8回協議会

2月中旬実施予定

基本方針(案)の提示

基本方針の策定

①中央部市民アンケート
②中央部バス利用実態調査（11月末実施

予定）
●バス利用実態調査
●バス利用者アンケート

市民意識・利用実態の把握

第5回協議会(済）

H21年度以降

連携計画で位置付けられた事業を実施

目標の設定
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2．公共交通の将来像及び政策ビジョンの基本方針についてのご意見

東日本旅客鉄道(株)秋田
支社

種藤　清隆 P11の中段、そのためには…積極的に推進していく。の主
語がないが？

内容を変更した。

社団法人秋田県バス協会
専務理事

栗澤　富雄 ・基本方針について
全体的に抽象的であり、市民がどのようにイメージするか、
不安である。｢多様な輸送手段」、｢多様な移動手段」、「総
合的な交通システム」などの表現は、過度の期待を持たせ
るのではないか。

内容を変更した。

秋田県ハイヤー協会　専
務理事

佐藤　武彦 「環境にやさしく、…」とあるが、「CO2総排出量を抑えるた
めに地球環境にやさしく、…」と具体的に示すべきと考え

内容を変更した。

暮らしを考える女性の会
会長

高橋　敦子 市が標榜としているコンパクトシティの一翼を担うのが公共
交通網の整備拡充と考える。

将来的に向けてコンパクトシティ実現を支援する公
共交通網が理想と考えている。

秋田県高等学校PTA連合
会　会長

菅原　広二 基本方針は、現状と将来予測を考慮しての案になると思い
ますので、概ね妥当だと思います。ただ、現状を踏まえすぎ
ての対応でなく、市民が使いやすいような環境作りや、新た
に乗客の掘り起こしを行うような企画やアイデアを考えるな
どの面にも力を入れて欲しいと思う。
「市民生活を支える交通機関として地域に応じた多様な輸
送手段による生活交通の確保」
※「多様な…」が制度の複雑化（分からない）につながらな
いか気になる。

内容を変更した。

ＮＰＯ秋田バリアフリーネッ
トワーク　代表

佐々木　孝 公共交通システムとして「徒歩や自転車」との連携した交通
軸の視点は大変良いと思います。望むらくは、この視点が
基本方針に具体的に反映されて、具体的な事業として展開
されればいいと思います。

「徒歩と自転車」については交通戦略に盛り込まれ
るため、戦略と連携し、具体的事業として展開して
いく。

所属団体等 氏名 ご意見 ビジョンへの反映
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秋田市ＰＴＡ連合会　会長 渡辺　正宏 高齢化社会が進むなか、交通弱者や少子化に伴い、学校
の統・廃合も視野に入れた長距離通学児童・生徒を考えた
時、公共交通の必要性は当然と考える。当市の公共交通
の将来像及び政策ビジョンの基本方針については賛同す

-

秋田老人クラブ連合会　会 和田　清恵 協議会の決定を待つ -
旭北地区町内会連合会
会長

中谷　久之助 将来像としては、中心市街地活性化基本計画の早期開発
に期待する以外に、空洞化著しい大町地区周辺の活性化
が望まれないものと考えるが旭北地区の公共交通はそれ
に適切な施策でありたい。

中心市街地活性化基本計画も考慮して施策を検討
している。

国土交通省東北運輸局秋
田運輸支局

大滝　和彦 1.「公共交通政策ビジョン」と「地域公共交通総合連
携計画」の関係について
　連携計画は、短・中・長期的な施策を網羅したも
のとし、政策ビジョンと連携計画を同じものとする。
連携計画に基づく「総合事業計画」（各年度認定）
において、具体的な事業計画策定を行う。
2．政策ビジョンと「秋田市地域総合交通戦略」につ
いて
　自転車交通に係る専用レーンの確保や、駐輪場
の整備等自転車施策については交通戦略で位置
づける。
3．連携計画及び総合事業における協議会委員の
尊重義務について
　実効性のある実施計画として位置づけたいため
尊重義務については方針に明記する。

ビジョンへの反映

1.「公共交通政策ビジョン」と「地域公共交通総合連携計
画」の関係について
活性化再生法による連携計画は、特に期限は設けておら
ず、短・中・長期的な施策を網羅したものでも構わない。
従って、特に政策ビジョンと連携計画を分けて考える必要
はないものと考えます。
2．政策ビジョンと「秋田市地域総合交通戦略」について
「公共交通にとどまらず、市民が多様な移動手段を状況に
応じて利用できる総合的な交通システム」について確認し
たところ、自転車の活用があげられるとの回答があった。
自転車交通に係る専用レーンの確保や、駐輪場の整備等
について、総合都市交通戦略及び本協議会での位置付け
がどのようになるのかが、はっきりしない。
3．連携計画及び総合事業における協議会委員の尊重義
務について
総合事業における実施義務が強調されすぎていると感じ
た。法的には尊重義務が課せられているものの、実際には
各事業主体が合意・協調して事業を遂行する、言い換えれ
ば、協議会での議決（過半数）において強制的にやらせる
ということではなく、全員合意の基に事業を遂行すべきと考
えている。
従って、法的な尊重義務はあまり表面に出さないほうが良
いと思う。（協議会参画義務を含めて）

所属団体等 氏名 ご意見
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3. 基本方針に対する具体的な展開についてのご意見で提案された施策
所属団体等 氏名 ご意見 ビジョンへの反映

秋田県ハイヤー協会秋田支部　支部
長
あさひ自動車㈱　社長

佐藤　武義 タクシー業界の立場からバス事業者の不採算路線が明確に
示されている現状で、バス事業者が市の補助金を受けても
不採算では他の交通機関（例えばタクシー）に依頼しても現
状の法規制下では経営的に困難と判断する。
それは、北部地区で実施しているジャンボタクシー使用の乗
り合いタクシーの認可基準、また運行管理基準、損害賠償
等々の規制がある以上、一事業者では対応は難しい。
したがって、業界共同企業体（JV)での対応とかジャンボタク
シーに限定しない方法、あるいは、全国的な問題でもあるの
で過疎地における市民の足としての公共交通に対する規制
緩和の要望等が必要になると思われる。

郊外不採算路線については委託方法
を検討が必要。ＪＶでの対応は現在事
例が無い。

秋田県ハイヤー協会　専務理事 佐藤　武彦 少子高齢化により、需要の拡大が望まれない運送業者にあ
たっては、新たな事業投資が難しい状況にある。よって、「協
業」と「分業」を強く意識して展開することが必要と考える。
例えば、乗合タクシーを実施するにも今後は増車を見込め
ない状況にあるが、地域のタクシー事業者による共同企業
体（JV)による運行には可能性があると考える。
但し、クリアする法的な問題が残される。（運行管理や損害
賠償など）

郊外不採算路線については委託方法
を検討が必要。ＪＶでの対応は現在事
例が無い。

秋田県高等学校PTA連合会　会長 菅原　広二 1．料金などを単純化し、わかりやすく利用しやすくする。（安
心して利用できる）
・相当の区間（範囲）を均一料金にする。例えば、秋田駅か
ら臨海十字路の区間程度の場合は市内どこで利用しても
200円とか。
2．バス路線の案内（特に秋田駅前など）に観光箇所などを
表示する工夫をする。
・県外や秋田市外の人への対応。（どの観光箇所に行くには
どの路線の利用が便利）
3．秋田駅付近に一定の時間でいいので、バス利用や観光
案内を行える人員を配置する。
・以前のようなバス乗車所の一部ではなく少し余裕の感じら
れる場所。
4．バスの利便性や活性化への取り組みを理解させる活動
を推進。（関係機関との連携）

1．具体的施策展開の中に「ゾーン制料
金の導入」を提案している。
2．具体的施策展開の中の「バス路線・
系統、時刻表等のバス運行情報の充
実に「観光箇所などの表示の工夫」を
盛り込む」
3．要検討
4．バスの利便性や活性化への取り組
みを理解させる活動を推進。（関係機
関との連携）

ＮＰＯ秋田バリアフリーネットワーク　代
表

佐々木　孝 より快適で使いやすい移動手段の実現はここでは主にバス
や自動車にかたよっていますが、インフラとしての歩道と車
道の考え方、自転車交通の考え方(専用道やルール、駐輪
場など）、さらに交通信号とその運営方針も大事ではないで
しょうか。

自動車は交通戦略で検討し、交通信号
と運営方針はバスに関連するものにつ
いて必要なものは検討していく。
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所属団体等 氏名 ご意見 ビジョンへの反映
秋田市マイタウン・バス北部線運行協
議会
会長

永田　賢之助 1．緊急自動車、営業車、公用車を除き、国道もしくは幹線道
路から市街地に入るマイカーは、全面進入禁止にしたい。
2．デマンドバスでは、煩瑣な予約制度は止めて定時運行を
はかる。そのためには、利用実績の上がらない時間帯の運
行はカット、削減もやむを得ない。
3.健康と省エネ等から鑑み、郊外からの市中心部に入る自
転車走行を奨励し、県市道の路側帯に自動車専用レーンを
設定する。
4..市内の国道、幹線道路以外を進入禁止にした場合、市街
地の住民が所有するマイカーは、車庫証明を厳格にして、
路上での駐車は認めない。
5.周辺部から市街地に向かうマイカーには、郊外に一大、無
料駐車場を設ける。この拠点を市内走行の路線バスが集散
する、バスターミナルとする。
6..そこからのバスの乗車運賃は、全区間均一料金とする。

ご意見として伺う。

国土交通省東北運輸局秋田運輸支局 大滝　和彦 ●将来構想の一案
秋田市で予定している市内4箇所の「市民サービスセンター」
を結節点として、郊外部と都市部の交通体系を区分する方
策が考えられる。
「市民サービスセンター」にターミナル機能を備え付け、乗換
時の利便性向上を図るとともに、設置位置や既存施設を含
めた接続道路の整備を図るという考え方。
待合い施設や乗降場所と施設を結ぶ屋根付き通路等の考
慮、市民サービスセンター施設そのものを待合い施設や情
報提供機能、連絡機能を付加したターミナル機能を備えた
施設とし、郊外部は特定少数輸送、都市内は不特定多数輸
送として接続を考慮した交通システムといったイメージを考
えている。

ご提案と同じく、乗継ターミナルを設け、
郊外部は特定少数輸送、都市内は不
特定多数輸送として接続を考慮した交
通システムといったイメージを考えてい
る。乗継ターミナルについては病院や
市民サービスセンター等既存施設の活
用を考えているが、市民サービスセン
ターが必ずしも乗継ターミナルとして活
用しやすい場所に立地しているわけで
はなく、また現在、市民サービスセン
ターにターミナル機能を備えた施設を
整備するには費用もかかるため、実現
が難しいが、実現に向けて検討してい
きたい。
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4. 協議会参加者として政策ビジョン及び地域公共交通総合連携計画に定めたい事業

(1)短期的(概ね5年以内)に実施見込のある事業(地域公共交
通総合連携計画として）

(2)当面実施見込みがないが実施を予定し
ている事業(政策ビジョンとして)

東日本旅客鉄道(株)
秋田支社

種藤　清隆 ①実施期間：平成21年度～平成25年度
②事業内容：
・秋田～土崎間の泉地区の鉄道用地を活用したパークアンド
ライド整備事業
マイカーの中心市街地への流動を抑制し、バスや鉄道の公
共交通利用を促進させる
・秋田～土崎間の泉地区への新駅整備事業
住民要望のある新駅の設置に向け、秋田市と具体的検討の
実施
住環境を整えるための路線移設の検討の実施
自動車の渋滞緩和効果の検証の実施
住民アンケート調査等の実施により整備効果の検証を実施

①実施期間：
②事業内容：
合築駅舎への協力…四ツ小屋駅、追分
駅、羽後牛島駅、新屋駅の公共施設等との
合築計画が都市側から示された場合、鉄道
事業者は積極的に協力する。

暮らしを考える女性
の会　会長

高橋　敦子 ①実施期間：平成21年度～平成22年度
②事業内容：
・公共交通活性化の推進を図るためのリーディングプロジェク
トとして市職員のノーマイカーデイの実施。部局ごとに実施日
を設定し一般市民の通勤通学の妨げにならないように配慮。
・休日乗車限定買い物バス回数券（利用時間制限なし）の販
売。

回答無

秋田市ＰＴＡ連合会
会長

渡辺　正宏

回答無

公共交通の将来像の中で、環境のことを言
及しているので、ハイブリットカーの導入等
を検討。

秋田老人クラブ連合
会　会長

和田　清恵 ①実施期間：平成21年度～平成25年度
②事業内容：
高齢者の移動手段としての公共交通確保のための利用促進
を図るため、各種定例会合を徹底的に活用し、会員の意識を
高める。

①実施期間：平成21年度～平成25年度
②事業内容：
当連合会内の地域別組織に利用促進の事
業を5年間に渉り促進するよう指導する。

秋田市マイタウン・バ
ス北部線運行協議会
会長

永田　賢之助 ①実施期間：平成21年度～平成23年度
①事業内容：
1.通勤、通学時間帯を除き、省エネ、小回りの効くマイクロバ
スの導入。
2.町内を小回りする新設バス路線を検討し、利便性を確保す
る。
3.将来展望は、利用者の増加に尽きるが、まずは郊外のバス
路線周辺の人口増加を考えるべきである。緑豊かな環境で
野菜、花を栽培して、生活に潤いを指向する市民も目立って
いる。こうした人たちを郊外農村部に呼び込み、市内中心部
あるいは商店街との交流を活発にするようにする。県庁、市
役所を中核にする半径6～8キロの市街化調整区域の指定を
解除し、既存の集落付近の安価な土地を自由に購入できる
ようにする。空屋敷や隣接する休耕田の活用も考えられる。

①実施期間：平成24年度～平成27年度
②事業内容：
1.老人福祉行拡充の一環として、現在、免
許返上者にとられているタクシー乗車１割
引制度を、３割引以上を導入してほしい。
2.昼間のバス利用者の増加を図るために、
郊外にグランドゴルフ、ゲートボール等の健
康スポーツ施設を設け、定年後の生活行動
の活発化を促す。
3.結論として、農地を捨てて離村しなければ
生活できない現農政は、一刻も早く改める
べきである。農業生産で経済的に豊かな生
活が得られるならば、農村人口は復活す
る。ひいてはこれが、バス利用者にも及ぶ
と私は思う。

秋田市建設部　部長 鎌田　金作 ①事業期間：平成21年度～
②事業内容：
・道路管理者として定める事業はなし
・利便性向上施策に関して
バス停留所屋根設置に係る占用許可基準の弾力的運用(市
道)
バス停留所周辺の排除雪

―

副市長 大山　幹弥 ①実施期間：平成21年度～
②事業内容：
・車両購入
・モビリティ・マネジメント
協議会が事業主体となり国庫補助事業として実施、市が助
成予定

―

所属団体等 氏名

協議会参加者として政策ビジョン及び地域公共交通総合連携計画に定めたい事業及びその内容
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5. アクションプログラムの効果・検証
分
野

所属団体等 取り組み 取り組みの具体的内容 取り組み結果 効果 ビジョンへの反映

・公共交通機関の利用促進活動
ガソリン価格の高騰でバス利用に切り替える会員がいたが、
寄りの会員の乗用車に乗り合わせている会員の方が多いのが
現状である。

×
「モビリティマネジメント
による意識改革」での
継続

・バス停付近の除排雪状況の確認 降雪期でないため回答不能 - 降雪期後報告をもらう

・公共交通機関の利用促進活動
・様々な活動機会を捉えて、公共交通機関の利用促進を
会員に働きかける

PTA担当者会議や健全育成委員会等で話題にしている ○
「モビリティマネジメント
による意識改革」での
継続

・高校生の通学手段の実態把握
・通学手段調査の実施について県教育委員会に働きか
けるとともに、調査内容や調査対象について市の協力を
得て検討する

県教育委員会とは教育懇談会の機会に話題にする予定。調査
内容等については、市の意向等を受けてと考えるつもりでい
る。

- 検討結果を待つ

・バス停付近の除排雪状況の確認
・様々な活動機会を捉えて、バス停付近の除排雪状況に
ついても、秋田市へ情報提供するよう働きかける

ボランティア活動など各校の行事等を行う際、関係機関と連携
するよう働きかける。

-
降雪期終了後報告をい
ただく

・公共交通機関の利用促進活動
・秋田PTA連合会の様々な活動機会を捉えて、公共交通
機関の利用促進を会員に働きかける

会議の席上や、各専門部の会議の際に利用推進を促すもの
の、目に見えた反応はなかなか把握できない。但し、従来より
通学等での利用はあるので、関心がないわけではないと考え
ている。引き続き機会を捕らえ、働きかけをしたい。

△
「モビリティマネジメント
による意識改革」での
継続

・バス停付近の除排雪状況の確認
・秋田PTA連合会の様々な活動機会を捉えて、バス停付
近の除排雪状況についても、秋田市へ情報提供するよう
働きかける

今年度は積雪もなく、心配された状況にはなっていない。しか
し、積雪が多かった場合、単位PTAでの対応を図っていきた
い。また、情報収集については、専門部経由で事務局に集約
できるよう体制を整えたいと考えている。

-
降雪期終了後報告をい
ただく

・公共交通機関の利用促進活動 ・お互いに利用促進し合う。
平成20年度の全クラブの代表者が参加する総会、リーダー研
修会等で啓発した。

○
「モビリティマネジメント
による意識改革」での
継続

・バス停付近の除排雪状況の確認
・道路維持課による除排雪の実施
・付近住民に依頼。降雪時の除雪実施
・重機による排雪時バス停の除雪の実施

上記の会合や正副会長会、理事会、女性部会等で実施を啓発
した。

-
降雪期終了後報告をい
ただく

・公共交通機関の利用促進活動

・旭北地区町内連合会・平成２０年度総会(4/30)その他
の会合などに各町内会長に利用促進の呼びかけをす
る。
・大町地区・山王地区・高陽地区の地区ごとに、公共交通
利用の具体策を検討

旭北(大町）周辺においては、関心が薄いが、山王・高陽地区も
同様
継続して呼びかけをする

×
「モビリティマネジメント
による意識改革」での
継続

・バス停付近の除排雪状況の確認 ・地区内の各町内会長に実情確認と、協力の要請をする 特に問題なく、再度協力要請をする -
降雪期終了後報告をい
ただく

秋田県高等学校
PTA連合会
会長

秋田市PTA連合会
会長

利
用
者

暮らしを考える女性の会
会長

秋田老人クラブ
連合会　会長

旭北地区町内会
連合会　会長
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分
野

所属団体等 取り組み 取り組みの具体的内容 取り組み結果 効果 ビジョンへの反映

・パークアンドライドの取り組み 平成２０年６月６日、秋田市との第１回目の勉強会を実施 - -

・駅舎合築等まちづくりへの協力
平成２０年６月６日、秋田市との第１回目の勉強会の席上で、
新屋住民要望がある旨秋田市から説明を受けたが、具体的な
要望等はない

- -

・新駅の設置協力
平成２０年６月６日、秋田市との第１回目の勉強会を実施
今後も勉強会を開催する。

- -

・バスダイヤや増便等 具体的要望等があれば検討 - -

・乗務員のマナー向上対策の実施 ・社内講習会の開催 ４月　サービス向上運動時営業所で実施 ○
ビジョンには盛り込まな
いが継続をお願いする

・乗り継ぎダイヤの設定による円滑
な運行確保

４月　北部４路線・乗合タクシーとの乗り継ぎ実施 ○ 反映済み

・アイドリングストップバスの導入等による環境等への配
慮

７６両導入済み(全２５１両） ○
「モビリティマネジメント
による意識改革」での
継続

・グリーン経営認定取得による環境面の配慮に努める
２１年１月更新予定
燃費　18/6月　3.06km、19/6月　3.29km、20/6月 3.32km

○
「モビリティマネジメント
による意識改革」での
継続

・小系統、多運行方式の検討
・北部4路線の廃止に伴う秋田駅から飯島北間を増便運
行の効果を見ながら検討

秋田駅から飯島北　前年比160％ ○ 反映済み

・始発、終発時刻の見直し検討 回答無し -

・バスの待合環境の改善検討 待合所１棟　県営住宅前(新屋西線） 回答無し -

・情報提供 ・バス路線や時刻等のHPの充実

４月及び１０月時刻改正に合わせ更新
グーグルの地図から探す時刻表検索システム導入予定。観光
案内の充実。
時刻表　４月、１０月　各４万部
路線図　４月　２万部　配布

回答無し -

・土崎と新屋を結ぶ新規路線の検討 回答無し -

あさひ自動車(株)
社長

-

・バスガイド、運転士を対象に接客マナーアップ講習を実
施

平成21年2月実施予定（バスガイド、運転士約90名を対象とし
て、専門講師を招聘して実施）

○
ビジョンには盛り込まな
いが継続をお願いする

・運転者適性診断の実施 平成21年度中、320名を対象に計画的に実施中 ○
ビジョンには盛り込まな
いが継続をお願いする

・バス停留所上屋の新築・移設等に対する補助 (本年度は補助予定なし） ×
「バス待ち環境の改善」
での継続

・ポケット時刻表作成に対する補助 秋田中央交通(株)ポケット時刻表８万冊の作成費に補助 ○
「情報提供の充実」での
継続

・秋田駅西口バスターミナル放送設備の整備 平成21年度９月完成し、案内、広報を実施中 ○
「情報提供の充実」での
継続

・秋田駅東・西各バスターミナルに案内人を配置 案内、整理誘導、広報を実施中 ○
「情報提供の充実」での
継続

・安心、安全で、環境に優しいバスの
運行

東日本旅客鉄道（株）
秋田支社
総務部長

・乗務員のマナー向上対策の実施

・バス停留所等の整備
秋田県バス協会
専務理事

・その他

交
通
事
業
者

秋田中央交通（株）
専務取締役
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分
野

所属団体等 取り組み 取り組みの具体的内容 取り組み結果 効果 ビジョンへの反映

国土交通省東北運輸局
秋田運輸支局
支局長

・ビジョン策定への技術的・財政的支
援

・地域公共交通活性化・再生総合事業(国土交通省所管)
による支援を検討

ビジョン策定への支援として、平成20年度地域公共交通活性
化・再生総合事業費補助金の交付が決定された

○ -

国土交通省秋田河川国
道事務所
所長

・公共交通への転換をPR
ＴＤＭ情報と合わせて、秋田市内バス情報（秋田市ＨＰより）を
秋田河川国道事務所ＨＰに11月末バーナー貼り付済み

○
「情報提供の充実」での
継続

・時差出勤の取り組みの拡大

・秋田市内の渋滞緩和のためのソフト対策として、午前9時、9
時30分始業の2パターン基本とし時差出勤を行い、交通渋滞の
緩和を図ろうとするものである。
・県庁職員の実施状況は、時差出勤対象者約750名のうち79
名（H19実績）が実施しているが、参加者数及び参加率も低い
状況となっており、目標に達していない。今後も県庁内、市役
所等に再度、積極的な参加を働きかけていきたい。

△
「バスのスムーズな運
行確保」での継続(TDM
施策による渋滞緩和）

・(主)秋田昭和線の現道3車線化の
検討

秋田昭和線手形山地域における朝の通勤時の渋滞解消を図
るため、L=670m間の3車線化を行う。（平成21年度着工、完成）
また、冬期の交通安全を図るため、ロードヒーティングの設置
を行う。

○
「バスのスムーズな運
行確保」での継続(バス
専用・優先レーン）

・バス停留所の屋根設置に係わる占
用許可基準の弾力的運用(市道の場
合)

・バス停留所の屋根設置申請が提出された際は、秋田市
道路占用等に関する条例および規則等に基づき迅速に
占用許可証を発行する。

申請無し -
「バス待ち環境の改善」
での継続

・バス停留所周辺の除排雪(市道の
場合)

・事業者および地域と連携を図り、降雪時におけるバス
停留所周辺道路の除排雪を徹底する

平成20年度道路除排雪基本計画書において、バス路線を優先
して除排雪する主要幹線と位置づけた

-
「バス待ち環境の改善」
での継続

・バス停留所周辺歩道の整備(市道
の場合)

・土地の協力が得られ場合は、整備を検討していく 該当無し -
「バス待ち環境の改善」
での継続

秋田臨港警察署
署長

・バス専用・優先レーンの取り締まり
強化の検討

・日常の取り締まり体制に組み入れ、指導取り締まりを実
施

バス優先レーンである新国道において6週取り締まりを実施し
ています。運転者の中には優先レーンであることの認識欠如し
ている方もおられますので、今後も取り締まりを実施していきま
す。

○
「バスのスムーズな運
行確保」での継続(バス
専用・優先レーン）

秋田中央警察署
所長

・バス専用・優先レーンの取り締まり
強化の検討

・街頭指導を強化し、バス専用及び優先レーンを確保し、
公共交通機関の交通流の確保に努める

規制時間の街頭指導を強化し、バス専用レーンの確保に努め
た

○
「バスのスムーズな運
行確保」での継続(バス
専用・優先レーン）

秋田東警察署
署長

・バス専用・優先レーンの取り締まり
強化の検討

・街路指導を強化し、公共交通機関の交通流の確保を図
るなど交通の安全と円滑に努める

バス路線上の違法駐車車両の指導取り締まりを強化して路上
駐車車両を排除し交通の安全と円滑を図った。

○
「バスのスムーズな運
行確保」での継続(バス
専用・優先レーン）

・秋田市地域公共交通交通協議会
の運営

・秋田市地域公共交通協議会の適切な運営により、年度
内に、秋田市公共交通政策ビジョンを策定する

6月に第4回、10月に第5回協議会を開催した
年度内に策定することとした

○ -

・部局横断的バス活用策の検討
・秋田市地域公共交通庁内連絡会において、部局横断
的なバス活用策を検討する

公共交通機関利用促進のため、市職員のエコ通勤ウィークを
11月より実施した
教育委員会と郊外部におけるスクールバスの活用について協
議した(現段階ではスクールバスの活用は困難)

ー 協議中

・市民に対する公共交通に関する情
報提供

・市民に対して、公共交通に関する情報提供に努める。
その一環として、秋田駅前バス総合案内システムを供用
する

4月1日より秋田駅前バス総合案内システムの供用を開始した ○ -

・高校生の通学手段の実態把握へ
の協力

・高校生の通学交通手段の実態把握を行うため、秋田県
高等学校PTA連合会に対し、アンケートの検討等に協力
する

調査内容等について、PTA連合会と協議予定 - 協議結果を待つ

・バス待合環境の改善 ・事業者と協力し、バス待ち環境の改善検討を行う 回答無し
「バス待ち環境の改善」
での実施を検討

公
募

秋田タウンマネージメント
・公共交通とイベント開催の連携へ
向けた調査、研修会等の実施

・パーク&ライド実現に向けた調査、研修会等の実施
・クーポン券つき観光マップ等の作成
・中心市街地内での定額制、無料バスの運行の検討
・ナンバー制実現へ向けた取り組みの推進

9月6日7日開催のイベント(仲小路JAZZフェスティバル）におい
てパーク&ライドによる参加を呼びかけた（P&R参加人数等は
不明）

秋田市建設部
部長

秋田市副市長

行
　
　
政

秋田県建設交通部
次長
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6． 考えられる施策の例



11

6.1 中心部
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6.1.1 交通事業者
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Ⅰ. バス利用環境向上

○現状

●秋田市内のバス停1505箇所中、149箇所（約1割）でバス停上屋を設置（ベンチとセット）
（ただし、各町内で建てたものの設置数不明）

●秋田中央交通によるベンチのみ設置は1箇所。各町内で設置したものは設置数不明
●上屋の建築費については、市立病院前のみ秋田中央交通で費用負担の上建設（費用約７０万円）。

その他は市交通局よりの移管。
●秋田大学医学部付属病院では大学病院が設置。

▼北都銀行前のバス停上屋

▼秋田大学医学部附属病院のバスターミナル

（平成19年12月完成）

（１） バス停上屋及びベンチの設置
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① 横浜市の事例

●広告収入でバス停にシェルターを設置
全国では横浜市や岡山市、名古屋市で、九州では福岡市内の昭和通り等で、バス停に上屋や壁、ベンチを設ける
際に壁を広告版として活用し、その広告収入を設置費用や維持管理費用に充てるといった工夫をしている。

横浜市と契約した民間事業者（エムシードゥコー株式
会社）が、バス停留所上屋に広告板のついた上屋を設
置し、そこから得られる広告料収入により、バス停留
所上屋の整備、維持管理を行っている。市の経費負担
は無し。
なお、同市では、バスの座席シート広告も併せて実施
している。

○他都市事例

② 福岡市の事例

平成18 年11 月に、中央区天神の昭和通りで、広告付
きバス停上屋（バスシェルター）が設置された。本格実
施は九州で初となる。都市景観にマッチしたデザインと
風雨を遮断するバス停内の快適なスペースが提供さ
れる。これもエムシードゥコー株式会社によるものであ
り、西鉄バスの経費負担無し。
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エムシードゥコー株式会社がバス停上屋の製造、設置、維持管理、広告販売まで全て行う事業である。ただし、広告
料収入のみを原資としているため、広告価値の高い人口及び経済集積都市から事業を実施しており国内人口上位
50位都市からの設置を進めている。
現在、秋田市は65位ぐらいであり、設置は不可。ただし、今後、事業拡大も検討するとのこと。

＜参考＞エムシードゥコー株式会社によるB-Stop R 事業について
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○導入方法

●基幹公共交通軸上や公共施設や病院など利用者の多いバス停への上屋設置
●上屋だけでなく風よけもついたバス停の設置
●沿線の病院やスーパーマーケット、コンビニエンスストアと連携し、バス待ち施設として活用。
●バス停に上屋や壁、ベンチを設ける際に壁を広告版として活用し、その広告収入を設置費用や維持管理費用に充てる。

(バス事業者独自で実施）

○設置概算費用

・バス停待合室（上屋＋ベンチ）
１、「大」１２、３人は入れそうなタイプ 約110万円
２、「中」８人位は入れそうなタイプ 約85万円
３、「小」１・２より小さいタイプ ５０万円～７０万円

・ベンチ
無料（寄贈）～１５０００円位
資料：秋田中央交通ヒアリング結果
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(単位：台)

車両数 総車両数比 指数 車両数 総車両数比 指数 車両数 総車両数比 指数
4 ― ― ― 62 0.1% ― 56 0.1% ― 63,857
5 ― ― ― 71 0.1% ― 95 0.2% ― 63,263
6 ― ― ― 150 0.2% ― 141 0.2% ― 62,568
7 ― ― ― 231 0.4% ― 171 0.3% ― 61,861
8 19 0.0% ― 451 0.5% ― 235 0.4% ― 61,171
9 145 0.2% ― 840 1.4% ― 250 0.4% ― 60,354
10 433 0.7% ― 1,395 2.3% ― 278 0.5% ― 59,426
11 840 1.4% ― 2,115 3.6% ― 290 0.5% ― 58,669
12 1,289 2.2% 100.0 2,877 4.9% 100 326 0.6% 100.0 58,348
13 2,294 3.9% 178.0 5,106 8.5% 177.4 407 0.7% 124.5 58,273
14 3,835 6.5% 297.5 8,095 13.8% 281.4 488 0.8% 149.7 58,801
15 5,432 9.3% 421.4 10,492 18.0% 364.7 554 1.0% 173.0 58,335
16 6,974 12.0% 541.0 13,144 22.5% 456.9 6005 1.0% 185.5 58,119
17 8,539 14.5% 670.2 16,237 27.5% 564.4 682 1.2% 209.2 58,430
18 10,359 17.7% 806.0 19,434 33.1% 675.5 743 1.3% 227.9 58,735

平成
年度末

乗合バス
総車両数

うちノンステップバス
低床バス リフト付バス

（２）ノンステップバス、低床バスの導入

○現状

・秋田中央交通で市内を走るバス車両約２２０両中低床車両は７６両となっている。（約35%）
・秋田県内におけるノンステップバスの車両数はゼロ
・東北運輸局管内で4944両中113両（2.29%）導入
・首都圏を抱える関東運輸局管内では18441両中5778両（31.33%）と導入率が高い
・移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成１８年１２月１５日告示）において、バス車両（現時点においては、

総車両数約６万台）に関し、「平成２７年までに、原則として総車両数約６万台のすべてについて、低床化され
た車両に代替する。また、総車両数の約３０パーセントに当たる約１万８千台については、平成２２年までに、
ノンステップバスとする。」とされている。
平成１９年３月末現在、バス総車両数に占めるノンステップバスの割合は１７．７％となっており、その導入率
は上記目標の達成に向けて順調に推移している。

※指数は、交通バリアフリー法が制定された平成１２年度を１００とする。
低床バス及びノンステップバスについては、バリアフリー新法の移動等円滑化基準の適合車両のみ掲載した。

▼ノンステップバス等の車両数の推移(平成19年３月末現在)
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多数導入実績有り。

・「低床バス」 は、床面の地上面からの高さ
は６５㎝以下であって、スロープ板及び車い
すスペースを１以上、乗降口と車いすスペー
スとの間の通路の有効幅は８０㎝以上であ
ること等、バリアフリー新法の移動
等円滑化基準に適合するバスをいう。

○他都市事例

・「リフト付バス」 は、中扉に設けられたリフトを使って、主に車いす
使用者の乗降を円滑に行うことができるバスをいう。

・「ノンステップバス」は床
面の地上面からの高さが
概ね３０㎝以下であって、
バリアフリー新法の移動
等円滑化基準に適合する
バスをいう。
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○秋田市における施策展開

・車両の更新にあたりノンステップバス、低床バスへ随時切り替え
・国の補助を活用
・高齢者の利用が多い路線（沿線に病院がある路線）、時間帯に走行させる。
・車高が低いことから積雪時の除雪が必要。
・「平成２７年までに、原則として総車両数約６万台のすべてについて、低床化された車両に代替する。また、

総車両数の約３０パーセントに当たる約１万８千台については、平成２２年までに、ノンステップバスとする。」
とされており、国の目標達成に向けて導入を推進する。

○費用
公共交通移動円滑化設備整備費補助
通常車両価格（ワンステップバス）とノンステップバス車両価格の差額を1/2ずつ国と地方公共団体とで協調して補助
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（３）ICカードの導入

○現状

秋田中央交通にはバスと鉄道共通ＩＣカードが導入されていない。
現金及び回数券、定期券による支払いが基本となっている。

バスと鉄道共通ＩＣカードの導入には以下のメリットが期待される。

バス、鉄道へのＩＣカード導入により、乗り降りや乗り継ぎ利便を向上させ、都心部へのアクセス
の改善を図るとともに、交通系ＩＣカードと中心市街地の周辺商店街の割引制度等を連携させる
ことにより、中心市街地への入れ込みを回復させ、賑わいの確保が図られることが期待される。

①利便性の向上

バス、鉄道ＩＣカードにより、交通の利便性が向上することは、都市の利便性、さらには都市生
活の魅力の向上につながることが期待される。

②交通渋滞対策

バス、鉄道のＩＣカード導入により、一人当たりの乗降時間が短縮され、バス自体のスピード
アップにつながるほか、パーク・アンド・ライド（ K.Park）との連携を進めることにより、マイカーか
らバス利用への転換を図ることで交通渋滞の緩和が図られることが期待される。

○交通系ＩＣカード導入による一人当たりの乗降時間短縮効果
現金等利用時の一人当たりの降車時間：約２．６７秒
交通系ＩＣカード利用時の一人当たりの降車時間：約１．７８秒

（札幌市の実証実験結果）

③中心市街地の賑わいの確保
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○他都市事例

平成19年３月よりＪＲ東日本による「Ｓｕｉｃａ」と民鉄・地下鉄・バスによる「ＰＡＳＭＯ」
の相互利用が開始された。

ＩＣカード「ＩｒｕＣａ」では、利用回数に応じた割引（１回目から）や鉄道・バスの乗継割
引を実施。また、高齢者、学生、身体障害者・介護者用に割引率を高めた種類も発売。

※その他地域においてもＩＣカードの共通化・相互利用化が進んでいる。

・ＩＣカード「ICい～カード」では電車・バスを利用した場合、通常の運賃から10％を割り
引いた運賃が自動的に精算される。市内電車（坊っちゃん列車を除く）及びバス（都
心循環東南線・東西線・平和通り線）の利用については１日300円（小児150円）で１
日フリー乗車券のサービスを自動的に受けられる。

・デパートなどの加盟店での使用も可能

▼「ＩｒｕＣａ」

▼「PASMO」

▼「 ICい～カード」

①関西圏

②首都圏

③高松琴平電気鉄道

平成１８年より、民鉄・地下鉄・バスによる「ＰｉＴａＰａ」とＪＲ西日本による「ＩＣＯＣ
Ａ」の相互利用が可能。

「ＰｉＴａＰａ」では、各事業者ごとに利用回数、利用額、利用区間の指定やキャン
ペーンに応じた割引を実施。また、京阪電気鉄道、阪急電鉄等では、「ＰｉＴａＰａ」
に対応した自社グループのクレジットカードで乗車した場合、運賃に応じたポイン
トを付与する施策を実施。

④伊予鉄道
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・ かごしま共通乗車カード「Rapica」＆「いわさきIC カード」は各社路
線バス、市電、一部フェリー等旅客船で利用でき、主に以下のサー
ビスが受けられる。

①発売・積み増し時のプレミア：発売時及び積み増し時に１割のプレ
ミアが付加される。

②IC カード導入に伴う新たなサービスとして、乗継割引（バスとバス
の場合は5％割引、市バスと市電の場合は40 円（小児20 円）を割
引。ただし、同一事業者の場合に限る。

③利用運賃額の１％がポイントとして積み増し時に付加される。

（②、③は「ラピカ」のみ）

・ 鹿児島市交通局の市バス・市電における収入額に占める回数券・
定期券（紙製からIC カード化した券種）の割合が増加しており、IC 
カードの普及拡大が見られる。

・ また、紙製回数券の発売中止により、精算に係る人件費や販売委
託店手数料などの経費節減が図られた。

・ 鹿児島市交通局におけるIC カード導入費用は、車載機器、ソフト開
発等に計2 億1,800 万円（うち、バス1 億3,900 万円、市電7,900万
円）で、このうちバスに対して国・県・市から3,299 万円の補助。

▼「 Rapica 」

⑤鹿児島市（鹿児島県）ほか 5事業者
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○秋田市での施策展開方針

・秋田中央交通、ＪＲ東日本、商業施設で使える共通ＩＣカードの導入。

・ＪＲ東日本の「Ｓｕｉｃａ」との相互利用ができると望ましい。

・国・県・市からの補助金も加えた導入費用の検証が必要（導入費用が高額）
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Ⅱ.バス運行情報提供の充実

○現状

●秋田中央交通ではバスの行き先で表示されている。

○他都市事例

①大分市の事例

系統のネーミングや番号統一化でわかりやすく
大分市では、これまでは別々であった市内の主要なバス事
業者２社の系統番号を次のようなルールで、統一化すること
で、あまりバスに乗り慣れていない人も、目的地までのバス
を簡単に探せるように工夫している。

【系統番号の設定ルール】
１．大分駅前を中心に、北方向から時計回りに、A 系、

Ｂ系、・・・とする。
（電話で聞き間違いやすい“Ｍ”と“Ｎ”はどちらか片方
のみ、ゼロと似ている“O”や、１と似ている“I”は使わ
ない）

２．各系統がその先で支線に分かれる時に、枝番の２桁
の数字をつける。

３．時刻表に記載するほか、施設やお店のホームペー
ジなどにも掲載を働きかける。

（１）バス路線・系統の番号表示
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② 福岡市の事例

福岡市内を運行する西鉄バスでは、方面別に番号・色分けをしており、バス停表示、インターネットＨＰ、携帯サイ
ト等で情報が統一されている。
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○秋田市における施策展開

秋田市のバス路線・系統は基本的に放射状になっており、方面別に分類しやすい。
各方面別路線で色分けし、記号、番号を決める。さらに系統別に番号分けを行う。
バス行き先表示として行き先に加えて路線記号を表示させる。

▼方面別路線で色分け、記号、番号分類例（一部路線のみ表示）

 
記号 乗り場 NO 路線名 路線記号

①番 1 中央交通線（県庁・八橋・大川反車庫方面） A-1
2 空港リムジン A-2
3 泉山王環状線（山王回り） A-3

②番 1 泉ハイタウン線 B-1
2 臨海営業所線 B-2
3 県立プール線 B-3

③番 1 神田旭野線 C-1
2 神田土崎線 C-2
3 添川線 C-3
4 泉山王環状線（泉回り） C-4

④番 1 秋田温泉線 D-1
2 仁別リゾート公園線 D-2
3 手形山経由大学病院線 D-3

⑤番 1 二ツ屋福島線 E-1
2 大住みなみの団地線 E-2
3 上北手線 E-3
4 茨島牛島環状線 E-4
5 楢山大回り線 E-5
6 ノースアジア大学線（明田・築地経由） E-6
7 桜ガ丘線 E-7
8 中北手線 E-8

⑥番 1 寺内経由土崎線 F-1
2 臨海経由土崎線 F-2
3 将軍野線 F-3
4 堂ノ沢線 F-4
5 東営業所線 F-5

⑦番 1 新屋線 G-1
2 新屋西線 G-2

A

B

C

D

E

F

G

秋田駅西口

▼秋田市におけるバスの行き先表示(案)

新屋線表示例

新屋案内所
卸町経由

G-11

新屋高校
新屋案内所経由

G-12

新屋西線表示例

新屋案内所
県庁市役所経由

G-21

○費用

各種情報版、ＨＰ、携帯サイト、バス停の時刻表の更新等の費用が発生
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（２）バス路線・系統時刻表等のバス運行情報の充実

●わかりやすいバス路線・系統図作成と携帯電話・インターネットでの公開、各バス停での掲示

○現状

●秋田中央交通で既存バス路線図（紙媒体）発行。（路線の主要系統のみの表示）（今年４月 ２万部 配布）
●秋田中央交通でインターネットＨＰでのバス停時刻表検索可能
●秋田中央交通でポケット時刻表（紙媒体）発行。 今年（４月、１０月 各４万部）

▼バス停から探す時刻・料金表 ▼秋田中央交通 バス路線図
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①大分市の事例

バスマップを広告媒体として活用し、広告収入でバスマップの費用を賄う。
1年目、補助金を活用して作成し、市報配布ルートを活用して市内全戸（19万世帯）に配布。
2年目からは印刷会社が発行主体となり、県や市は配布ルートの確保や広告集めの協力で支援。

○他都市事例
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② 福岡市の事例

福岡市内でバスを運行する西鉄バスではバス路線の方面別に番号・色分けをおこなっている。インターネットＨＰ及び
携帯サイトでバス停時刻表検索可能な他、市内の全バス停に写真のような停車するバス路線・系統の紙の路線図（停
車バス停＋料金）を掲示している。
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○秋田市での施策展開方針
各方面別路線で色分けし、路線番号を決め、系統別に番号を分ける。

①バスマップの作成
・高齢化社会を迎えた中、高齢者が調べやすいようにパソコンや携帯電話による情報提供だけでなく、道路や目的地

となりそうな地域の施設などと一緒に、バス路線とバス停、さらにお得なサービスなどの情報をわかりやすく示した
バスマップを作成。

・ダイヤやルート変更に応じたこまめな修正をおこなう。
・県外、市外から来た人にもわかるように観光箇所などの情報を盛り込む。
・バスマップを広告媒体として活用し、広告収入でバスマップ費用を賄う。

○有力なスポンサー
・酒造メーカー（飲酒運転防止運動としての意義）
・大規模集客施設や病院（駐車場不足の解消策としての意義）
・地元紙（都市部からの転入者には全国紙の読者が多い）
・地元金融機関（社会貢献予算を持っている場合があり、転入者への関心が高いところがある）
・携帯電話の代理店、ケーブルテレビ、生協の個人宅配（転入者に関心がある可能性がある）
・お土産の製造者、観光施設（駅を利用する出張者などの来県者に関心がある可能性がある）

②バス停に方向性をイメージできる路線図を表示
バス停に時刻表だけでなくバス路線図を掲示（福岡市の西鉄バスのバス停のイメージ）

③インターネットHPでのバス時刻表検索での乗り継ぎへの対応

○費用
・バスマップの作成費用は大きさ、デザインによるが概ね数十万程度（場合によっては100～200万円以上）。更新費

は初版制作費に比べて小さくすむ。（年2回）
・バス停に掲示する路線図の作成費＋印刷費用（秋田市内バス定数1505個）
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（１）新たな割引制度の導入

○現状

・高齢者バス優遇乗車助成事業（秋田市 介護・高齢福祉課）
満７０歳以上のかたは、１冊１，０００円分の高齢者専用回数券（ゆうゆう乗車券）を６００円で毎月７冊まで購
入できる。申請により「高齢者バス優遇資格証明書」の交付を受け、販売所で回数券を買うことができる。中
央交通バス、マイタウン・バス西部線、北部線(予約式乗合タクシー)で利用できる。

・高齢者運転免許証返納専用定期乗車券(秋田中央交通）
（らくらくパス） 運転免許証自主返納者で６５歳以上のかたが購入可能な定期乗車券 ※購入時、返納証明書

が必要。
中央交通全線で使用できる。
（但し、高速バス、リムジンバス、定期観光バスを除く）
１ヶ月：10,000円、３ヶ月：21,000円、６ヶ月：36,000円

・便利でお得なその他の乗車券のご案内その他の乗車券 乗り放題乗車券(秋田中央交通)
（一日フリー乗車券） 秋田市内路線で利用できる。（一部を除く）
乗車日１日に限り、何回でも乗車できる。
大人８２０円、小児４１０円

・ほっぺちゃんカード（あきた共通商品券協同組合）
加盟店で買い物すると、100円毎に1ポイントもらえる。400ポイントたまると「満点カード」として使える。
バス回数券購入時に「満点カード」1枚につき500円として利用可。（協同組合が割引分を費用負担）

・イオンモール買い物割引制度
イオンモールで買い物すると、四ツ小屋御所野線（四ツ小屋駅前～新都市交通広場）（休日のみ運行）の通常片道運
賃200円が半額の100円になる割引券をもらえる。（イオンモールが割引分を費用負担）

秋田市には現在、以下のバス割引サービスが存在する

Ⅲ．利用しやすいバス運賃
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・駐輪券サービス
秋田市駅前広小路商店街振興組合加盟の大型店舗にて税込1000円以上買い物すると駐輪券が1枚サービスされる。

秋田市においてバス割引サービス以外には、他の交通手段で以下のような割引サービスがある。

○自動車(駐車場)

・秋田市商店街共通駐車券(中央街区エリア)
加盟駐車場に駐車し、加盟店にて買い物の際、駐車券を提示すると、買い上げ金額に応じて駐車無料サービス券をも
らえる。

○自転車(駐車場)
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①名古屋市
・平成１８年４月より通常の１日乗車券と比較して安価な、土・日・休日、毎月８日（名古屋市環
境保全の日）等のみ利用可能である「ドニチエコきっぷ」を導入。
・発売額 大人600円、小児300円 （通常発売額 大人850円、小児430円) 通用区間 市バス、地
下鉄全線
・この乗車券の提示による沿線施設の割引も実施され、平成１８年度には当初の予測を大幅
に上回る１日あたり１８，５００枚、全２４１万枚を発売した。

○他都市事例

②八戸市
ショッピングセンター・市民団体（ＮＰＯ）・バス事業者が連携して利用促進
・八戸市郊外の岬台団地と市内の2 つの大型ショッピングセンター「ラピア」・「ピアドゥ」を結ぶ路線として平成19 年4 
月1 日に従来の路線、運賃を見直して開設した。
・両ショッピングセンターのバス停で降車する旅客に、乗務員が「得とくチケット」を配布し、それらを店内で提示する
と割引等のサービスを受けることができる。
・ダイヤは買物時間を想定し、岬台団地発が9 時～15 時台に1～2 本／時、ショッピングセンター発が12 時～17時
台に1～2 本／時設定されている。
・同路線の月間利用人員は約5,600 人（平成19 年4 月）から約8,900 人（平成19 年11 月）に増加した。（もともと利用
人員の月変動はほとんどなく、増加分は今回の施策効果によると考えられる。）併走する市営バスからの転移に加
えて、マイカーからの転移や誘発需要があったと見られる。
・「得とくチケット」の割引分はそれぞれのショッピングセンター負担。ショッピングセンターとしては来店客増と駐車場
不足への対応を目的として協力している。
・2 つのショッピングセンターとバス事業者は毎月会議を持ち連絡をとっており、「得とくチケット」の他、共通イベント
の開催などでも連携している。
・本事例ではNPO がアイディアを出し、バス事業者とショッピングセンターが連携して利用促進に取り組んだ。
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○秋田市における施策展開

・商業施設（中心市街地及び郊外ショッピングセンター）と連携した割引サービスの導入
（中心市街地行き及び沿線にショッピングセンターが存在する路線を対象。割引分はそれぞれの商業施設、ショッピン

グセンターに負担してもらう）

・現在の一日フリー乗車券の土・日・休日割引による休日利用促進



35

（２）バスのゾーン制料金の導入

○現状

▼秋田市内の主要バス停の秋田駅からの運賃及び距離  

25.0%

5.7%

30.7%

10.4%

8.9%

14.9%

17.4%

17.9%

8.8%

7.5%

53.7%

50.3%

①駅をふやす

②バス停を増やす

③電車の本数を増やす

④バスの本数を増やす

⑤電車の料金を安くする

⑥バスの料金を安くする

⑦バスが決められた時間に到着するなどの定時制の確保

⑧電車に関する情報提供（時刻表・運行状況等）

⑨バスに関する情報提供（時刻表・運行状況等）

⑩既存公共交通以外の運行

⑪その他

無回答

▼バスや鉄道を利用して秋田市中心市街地へ行きやすく
するためには何が必要であると思いますか

資料：中心市街地活性化基本計画策定における市民アンケート

秋田市では中心市街地活性化基本計画にてゾーン料金制導入
○公共交通を活用した中心市街地内の移動円滑化の促進

バスのゾーン料金制の導入について検討・実施（平成20年度～）

秋田中央交通では基本的に対距離制料金となっている。
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＜参考＞秋田中央交通の基本的なバス運賃算出方法

【バス運賃の算出方法】
・初乗り運賃 140円
・賃率は距離により変わる

～ ２．０㎞・・・・・基準賃率の２倍
２．１～１０．０㎞・・・・・基準賃率

１０．１～２０．０㎞・・・・・基準賃率×０．８
２０．１～３０．０㎞・・・・・基準賃率×０．７
３０．１～ ㎞・・・・・基準賃率×０．６
なお、基準賃率は39円40銭

・下一桁を四捨五入・10円区切り
（例：156円⇒160円、151円⇒150円）

▲基準運賃曲線
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国内のバスの運賃体系は以下のとおりであり、路線バスは対距離区間制や対距離制運賃が主流と

なっている。均一制運賃は主に大都市部や地方中核都市の中心市街地の路線バスや一部のコミュニ
ティバスで用いられている。

運賃体系 概　　要

対距離制
距離あたりの賃率と距離を掛け合わせて料金を算定。これに
基礎運賃額を加算する場合もあります。
金額端数は多くの場合、四捨五入、五捨六入、24舎25入等で
調整します。

対距離区間制
短距離と同様だが、距離を区間帯（たとえば10～１５kmなど）
単位で料金を設定

上限対距離制 対距離制であるが上限金額が決まっているもの
均一制 料金が一律

部分均一制
一定エリア内（もしくは一定額）は均一、それ以外は対距離と
なる料金設定

ゾーン制
エリア（ゾーン）均一料金とゾーンまたぎ料金の組み合わせで
料金を設定。乗り換えは何度でも可能で時間制限を設定する
のが一般的。

ゾーン区間制 ゾーン制を基礎に、距離区間帯を設定する。

＜参考＞国内のバス運賃体系一覧
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○他都市事例

バス利用者の減少に伴い補助額は増加を続けた
ことから、市は大規模な市民アンケートを行い、
ニーズを調査、分析。思い切った低額運賃の導入
により、乗車人員を増加させ、財政支出を抑制す
るとの方針を決め、利用者、運行事業者、国、県
との協働で、従前 高７００円の区間を含め、２０
０円定額バスの運行開始。職員の営業活動の効
果もあり、利用者は倍増し、収入は従前と同額を
確保。さらに、市は、「公共交通の発展を図ること
が、あらゆる発展につながる。」との考えのもと、
短期、中期、長期の公共交通施策に取り組んで
いる。⇒H19年10月1日市全域に拡大

★実証実験結果（3路線）

（実施前） ９．３万人 ⇒ （実施後） １５．２万人 １．
６倍に増加

（実施前）H17.10～H18.9 （実施前）H18.10～
H19.9 

①京丹後市（上限対距離制）
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○秋田市での施策展開方針

・現在の対距離制運賃は、運賃が煩雑となるた
め、ゾーン制運賃とし、わかりやすい運賃体系
とする。（運賃体系の変更による収支の変化
の分析が必要）

・ゾーン制は地帯制とも呼ばれ、路線網を矩形、
または同心円状に分けたゾーンで区切って、
ゾーンをまたぐごとに運賃が加算されてゆく制
度で、区間制の区間を大きく取ったものとも言
える。

・都心部エリア、市街地エリア、郊外部と3つの
ゾーンに分けて運賃を設定する。（右図）

・主要路線（１、2路線）による実証実験を実施し、
効果を把握（新屋線、新屋西線など競合路線
が少ない路線を対象）
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（３）地元関係者からの提案による、需要の見込める地域での料金の値下げ

○他都市事例

【金沢バストリガー方式（石川県金沢市）】
・北陸鉄道、金沢大学、金沢市の産官学連携により、旭町周辺～金沢大学角間

キャンパス間の路線バス運賃を100円とする実証実験を、平成18年4月より実施

中
・バス事業者による積極的な利便性向上施策の導入を促すため、バス事業者が

バス料金の低減や路線の新設・延長・増便など実施する場合には、事前に設定
した採算ラインを満たさなければ元に戻すことを約する協定（バストリガー）をバ
ス事業者と地域住民等との間で締結している

・平成19年11月30日時点で、対象区間の運賃収入額が基準年度である平成17
年度の運賃収入額を超えたことから、平成20年度も継続して路線バスの100円

運行を実施していくことが決定している

【バストリガー利用実績】
■平成19年度目標利用者数

対象区間内における平成17年度の運賃収入額を上回るために必要な利用者数

■達成状況

目標利用者数 221,687人（189％）

平成17年度推計利用者数 117,090人
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6.1.2 市
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Ⅰ. バス及び鉄道の情報提供の充実

○現状

① モビリティ・マネジメント（MM)の定義

一人一人のもモビリティ(移動)が、社会にも個人にも望ましい方向注)に自発的に変化することを促す、
コミュニケーションを中心とした交通施策。

注)：すなわち、過度な自動車利用から公共交通・自転車等を適切に利用する方向

秋田市ではまだ実施されたことが無い。

（１） モビリティ・マネジメントによる意識改革

② モビリティ・マネジメント（MM)のタイプ

○居住地域におけるMM
―｢世帯」を対象としたコミュニケーション(狙い：全般的な交通行動変容）

○職場におけるMM
―｢職場の職員」を対象としたコミュニケーション
(狙い：通勤+業務交通の行動変容）

○学校におけるMM
―｢小学校・中学校」のMM的授業の実施
(狙い1：児童の長期的行動変容)
(狙い2：児童の家族の即時的な行動変容）

○特定路線におけるMM
―利用促進をねらいとしたコミュニケーション
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③ コミュニケーションの基本技術

④国内外から得られた知見

●ほとんど全ての事例において
・自動車利用が削減
・公共交通利用が増加

する結果が得られており、
●約1～3割の自動車利用の削減という結果

▼国内のモビリティ・マネジメントの実施事例
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○他都市事例(一部代表事例)

実施種別 実施年 実施地域 実施対象 実施概要 実施効果の概要

2001 吹田市
既存住民、転入者

（523 人）
ワンショットTFP。転入者も対象
に含める。

月間のバス利用頻度が80％増
加。3 年後も効果が継続。行動
プランの実施群と転入者の効果
が大きかった。

2002～
2003

川西市
猪名川町

住民
（717 人）

簡易TFP。参加者を分割し各
ループ毎に異なるコミュニケー
ションを実施

平均自動車利用時間が約15％
減少。

2005～
2006

福岡市
住民

（1,054 人）

家庭訪問形式のフルセット
TFP。家庭訪問とポスティングの
グループに分類。

クルマ利用時間は22％減少、
CO2 排出量は22％削減。

2005 京都市

南区・伏見区久御
山町

の事業所の従業
員

共同送迎バスの試行運行に合
わせたワンショットTFP。

送迎バスの利用者が約1.74 倍
に増加、その後本格運行が開
始

2005 宇治市
事業所の従業員

（4,365 人)
2 回のアンケート調査に基づく
ワンショットTFP。

宇治地域の鉄道２駅の通勤時
の定期外利用者が約29％増
加。また中心部で道路混雑が緩
和。

2004 富士市
小学校6 年生

（180 人）
総合学習、修学旅行を活用した
フルセットTFP。

児童の公共交通への理解が深
まり、利用促進の意識が芽生え
た。

2005 泰野市
小学校5 年生

（81 人）
フルセットTFP。行動プラン法を
活用。

教育現場で導入しやすいプログ
ラムであるとともに、児童の自動
車利用の抑制効果等が継続。

2005 龍ヶ崎市
コミュニティバス
沿線住民（5,000

世帯）

ニューズレターの発行とフルセッ
トTFP。

コミュニティバス利用増加数が、
前年同期より約75％増加。

2006 筑波大学
筑波大学生、職員

（約17,000 人）
フルセットTFP。学内バスの利用
促進を主目的。

利用者数は約2.3 倍増加。通
勤・通学交通におけるCO2 排出
量が全学で約12％削減。

住民を対象としたモビリティ・マ
ネジメントの実施事例

職場におけるモビリティ・マネジ
メントの実施事例

学校教育におけるモビリティ・マ
ネジメントの実施事例

特定路線の利用促進のための
モビリティ・マネジメントの実施
事例
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MM の基本となるコミュニケーション施策は、次のようないくつかの技術の「組み合わせ」で実施することが一般的です。

■依頼法
単なる「呼びかけ」であり、こうした呼びかけを行うだけで行動変容の意図が活性化されます。

■行動プラン法
行動変容をするとしたら具体的にどの様に実行するかの「行動プラン」の策定を要請する方法で、極めて有効な技術
であることが様々な研究によって明らかになっています。

■アドヴァイス法
行動変容にとって必要な情報を「アドヴァイス」という形で提供する方法です。これにはひとり一人個別のアヴァイスを
提供するもの（個別アドヴァイス法）と複数個人から構成される集団を対象にアドヴァイスを提供するもの（集団アド
ヴァイス法）があります。

■フィードバック法
ひとり一人の行動や状況を測定し、それを｢フィードバック」することで、自分自身の行動についての注意を喚起し、そ
れを通じて行動変容の契機とするものです。これもまた、集団的なものと個別的なものがあります。

＜参考＞モビリティ・マネジメント施策の種類

モビリティ・マネジメントは、先に説明したように、「自発的な行動の変化」を導くための、「コミュニケーションを
中心とした交通施策（政策）」です。しかし、「自発的な行動の変化」をサポートするものであるなら、コミュニケ
ション以外の次のような様々な交通運用施策も含まれます。

(1)コミュニケーション施策

「自発的な行動変容」を導く も基本的な方法で、人々の意識や認知にコミュニケーションを通じて直接働
きかけ、それを通じて行動の変容を目指す施策です。

① コミュニケーションの要素技術
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モビリティ・マネジメントの代表的なコミュニケ－ション施策として、トラベル・フィードバック・プログラム
（Travel Feedback Program：以下TFP）と呼ばれる施策が挙げられます。TFP とは、「大規模、かつ、個別的」なコミュニ
ケーション施策の一種であり、複数回の個別的なやりとりを通じて、対象者の交通行動の自発的な変容を期待する施策
です。
TFP のプラグラム形態の代表的なものとして、フルセットTFP、簡易TFP、ワンショットTFP の３つがあります。
各TFP の基本的な流れは下図に示すとおりです。
■フルセットＴＦＰ

いわば「フルセット」のTFP であり、後述する簡易TFP に事後のフィードバックを加えたもの。 も大きな効果が期待で
きるが、参加率が低下する傾向にある点を注意する必要がある。

■簡易ＴＦＰ
一定の参加率と一定の効果の双方を期待できる。 も基本となるTFP。

■ワンショットＴＦＰ
簡易TFP から事前調査を削除したもので、予算が限られている場合や、事前調査がなくてもある程度、個別的な情報
が提供可能な場合に得策。

② トラベル・フィードバック・プログラム
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その他のコミュニケーションの手法としては、次のものがあり、TFP やこれらの手法を組み合わせて自発的な行
動変容を促すことが重要です。

【ニューズレター】
当該地域の交通問題や、交通に関わる一般的な問題についてのコラムなどから構成されています。過度な自動車利
用からの行動変容についての基本的な意識に働きかけるものです。
【講習会】
参加できる人数が限られたものとなる傾向がありますが、ニューズレターやマスメディアよりも、より説得的に、
多面的な情報、メッセージを提供することができます。
【ワークショップ】
参加できる人数が限られたものとなる傾向がありますが、地域社会や当該組織における、社会学で言われるいわゆる
「オピニオンリーダー」の方達の参加が期待できるのなら、「口コミ」による情報伝達がなされる可能性があり、集計的な
レベルにおいても影響が生ずる可能性は大いに期待できます。
【マスメディア】
ニューズレターと同様に、新聞、ラジオ、雑誌などを通して、過度な自動車利用からの行動変容についての基本
的な意識に働きかけるものです。

(2)交通整備・運用改善施策
「自発的な行動変容」をサポートすることを目的とした、公共交通の利便性の向上や料金施策など（pull 施策）
や、自動車の利用規制や課金施策など（push 施策）を意味します。コミュニケーション施策と適切に組み合わせるこ
とで、「自発的な行動変容」をより大きく期待できるモビリティ・マネジメントの展開が可能となります。

(3) “ 一時的” な交通運用改善施策
財源や合意形成の問題などのために、しばしば、上記の様な「交通運用改善施策」の実施が難しい場合があります。
その場合には、それらの施策を「一時的」に実施するだけでも、「自発的な行動変容」をサポートすることができます。

③ その他のコミュニケーション手法
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○秋田市での施策展開方針

・市街地拡散が進み、自動車の利便性が高い市街地形成が進んだ秋田市において、市全域での居住地域における
MMは現時点では困難と思われる。
そこで以下の2つを提案する。

MMのタイプ 対象 秋田市での展開

職場におけるMM 行政機関の職員、商工会
議所に登録されている事務
所の従業員

通勤、業務目的の自動車利用から公共交通
への転換を目指す

学校におけるMM 市内の小中学校の生徒及
び父兄を対象

児童の長期的行動変容及び

児童の家族の即時的な行動変容を促す

・また、アクションプログラムに掲げた公共交通利用促進活動としてＰＴＡや町内会、老人クラブ等の集まりでの啓発を
継続して行っていく。

・また、アクションプログラムに掲げたバス事業者のアイドリングストップバスの導入等による環境等への配慮、グリー
ン経営認定取得による環境面の配慮を継続し、環境にやさしい交通であることをＰＲし、利用促進を図っていく。
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○現状

・秋田駅前バス案内サービス（情報端末機）が秋田駅周辺3箇所に設置され、乗車口、番線、路線名、出発時刻、到着
時刻が検索できる。

・携帯電話で検索できる、秋田市バス案内サービス携帯版も存在する。
・上記、2つのサービスは秋田市の負担によるものである。

（２） バス案内サービスの充実
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○他都市事例

西鉄バスではホームページバス時刻表検索ができ、乗継にも対応
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○秋田市での施策展開方針

・現在、乗継に対応したバス案内サービスになっていない。そこで乗継に対応したシステムの拡張を検討する。
・バス案内サービスの認知度及び利用率が低いので、PRを強化する。

5.3%

14.3%

25.0%
53.3%

2.1%

合計 1723

知っており、よく使っている

知っており、使ったことがある

知っているが、使った事はない

知らなかった

未回答

【バス案内サービス認知度】

資料：公共交通利用に関する市民アンケート
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6.1.3 交通管理者
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Ⅰ.バス走行環境の向上

○現状

・交通管理者との連携による渋滞によってバスの遅れが著しい区間でのバス専用・優先レーンやバス優先信号シス
テムの導入

・秋田市内では下図の路線にバス専用・優先レーンが設定され
ている。秋田駅から臨海十字路までのルートは道路の車線数
が片側３車線以上あり、比較的専用レーンが守られているが、
新国道・手形方面は優先レーンでかつ車線数が片側１ないし２
車線であるため十分に機能していない。左折車の進入を拒むこ
とができないなど、運用面での問題を抱えている。

・秋田市内ではバス優先信号システムは導入されていない。

（１）バス専用・優先レーンやバス優先信号システムの導入
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○他都市事例

名称 説明

バス専用レーン

多車線道路で1車線を指定時間帯にバス専用とするもの。歩道よりの1
車線を指定するのが普通だが、歩道から2車線目（大阪市）や中央寄り
車線（名古屋市）を指定することもできる。中央線変移を用いた往復3車
線以上道路で適用可能。

バス優先レーン
実質的には指定時間帯でもバス以外が走行できる点が異なる。（バス
接近時に車線変更できる場合のみ車線変更するという規定）

バス感知器
交差点手前の車両感知器により、大型車（バス）の接近に応じて、交差
点の信号制御での青時間延長や赤時間短縮を行う。

バス優先信号制御

連続する信号機間で、バスの平均的な運行速度にあわせて、あらかじ
め青信号になるタイミング（オフセット）を調整しておくものと、交差点など
で、バスのみ右左折の信号制御をあらかじめ設定しておくもの（専用
レーンと併用）がある。

PTPS（公共交通優先信号）

対象バス車両に車載器を搭載し、光ビーコンのアップリンク機能で、対
象バス車両を認知し、交差点の信号制御での青時間延長や、赤時間短
縮を行う。バスレーン整備、バス優先信号制御や、違反車両警告装置な
どをあわせて導入することで、総合的なバス優先方策として機能させ
る。

バス専用道路

道路交通法による片側1車線の道路で時間帯によりバス以外の走行を
禁止する道路（大阪市、奈良市、東京都など）ものと、道路運送法による
運輸事業者が保有する終日バス以外走行禁止の道路（北九州市、富山
市など）がある。トランジットモールは前者に該当する。名古屋のガイド
ウェイバスは専用道路の一種に区分して解釈することもできる。（法的に
は軌道法専用軌道）

バス専用レーン全線に、バス優先の信号制御を行う公共車両優先システム（PTPS）が導入されている。また、バ
スレーンを走行・駐車している一般車両に対しては、案内板で警告されるシステムになっている。

▼わが国で適用されているバス優先方策一覧

・浜松市
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○秋田市での施策展開方針

・バスの遅れが著しい区間でのバス専用・優先レーンやバス優先信号システムの導入の検討

（新国道へのバス専用レーン社会実験実施。横山金足線（飯島）（Ｈ２２開通予定）の開通による新国道への影響
を踏まえて）
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6.1.4 道路管理者
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○朝の渋滞を緩和します

～交通の分散により、ピーク時の交通量が減り、渋
滞を緩和します～

○自然環境の保全につながります

～速度の向上によりCO2排出量が抑制され、地球温

暖化防止に寄与します～

○生活道路の安全性を向上します

～ぬけ道として利用されている生活道路や通学路へ
の入り込み交通が減少します～

○公共交通機関の利便性を向上させます。

～バスの定時性確保などの利便性向上に寄与しま
す～

○朝の生活にゆとり時間を生みます

～時差出勤者の朝の時間に余裕ができ、子育て時
間など生活のゆとりを生みます～

○通勤時のストレスを軽減します

～通勤時間の短縮や渋滞回避により身体的・精神的
負担を軽減します～

時差出勤導入で期待される効果

•秋田県では、関係機関や一般企業の方々にも積極的に時差出勤を導入するようお願いしている。

■参加者の8割が通勤時間の短縮を実感

■積雪時の通勤時間の短縮に寄り効果が大きい

通勤時間が短くなった

渋滞によるイライラがなくなった

出勤前の時間が有効に使えるようになった

抜け道や裏道を利用しないため安心して運転できる

朝寝坊が出来るようになった

仕事の効率が高まった

意欲的に仕事ができるようになった

その他

81.1

65.9

40.9

25.8

16.7

3.8

3.0

11.4

(％)
▼時差出勤によって良くなった点

※複数回答（未回答者を除く)　　資料：職員アンケート

N=132

○時差出勤参加者の約8割が通勤時間の短縮効果がありました。
○約7割が通勤時のストレス軽減を実感しています。

○通勤時間の短縮により、朝の生活にゆとりが生まれています。

時差出勤による通勤時間の変化は
○積雪期(冬期)では、参加者の約4割が20～40分短縮し、 大60分

以上の短縮効果もありました。
○通常期(無雪期)においても、約5割が10～20分短縮し、 大30～
60分(約1割)の短縮効果がありました。

0 20 40 60

30～60分短縮

20～30短縮

10～20分短縮

10分未満短縮

変わらない

増えた

不明

7.6
17.4

48.5
11.4

4.5
4.5

6.1

(％)

▼所要時間差比較(通常期)

資料：職員アンケート

N=132

0 20 40 60

1時間以上短縮

40～60分短縮

20～40分短縮

10～20分短縮

10分未満短縮

変わらない

不明

2.0
16.0

43.0
22.0

3.0
2.0

12.0

(％)

▼所要時間差比較(積雪期)

資料：職員アンケート

N=100

出典：秋田県 建設交通部 道路課ホームページ

［パンフレット］時差出勤にご協力ください

[資料]時差出勤の効果について

時差出勤の効果について(秋田市内)

（１）時差出勤等のTDM施策の推進

Ⅰ.バスの走行環境の向上
○現状
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農林水産

建設

製造

運輸

卸売・小売

飲食店・宿泊

医療、福祉業

サービス業

その他

公的機関

電気工事

不明

計

0
7

24
17

26
88

7
11

8
15

0
0

17

(参加人数/自動車通勤者)

▼時差出勤・フレックスタイム参加割合

資料：時差出勤アンケート

(参考)民間企業の時差出勤導入状況について

■秋田市内の民間事業所・各種団体の約1,000機関を対象
に調査を実施(H19．2)

•約2割の事業所で時差出勤またはフレックスタイムが導入済み。

•運輸・医療・福祉業、その他の事業所において導入割合が高い。

時差出勤を導入している

フレックスタイムを導入し

どちらも導入していない

不明

13.6%

3.9%

80.6%

1.8%

合計 433

▼時差出勤やフレックスタイムは
導入していますか

資料：職員アンケート

0 20 40 60 80 100

農林水産
建設
製造
運輸

卸売・小売
飲食店・宿泊
医療、福祉業

サービス業
その他

公的機関
電気工事

不明

3.2
11.1

28.6
15.6

22.2
28.6

15.9
22.2

6.7

11.1

9.3

100.0
92.6

75.0
65.7

78.1
66.7

71.4
81.0

68.5
93.3

100.0
100.0

(％)

時差出勤を導入している フレックスタイムを導入している

どちらも導入していない 不明

▼事業別導入状況

資料：職員アンケート

N=4

N=2

N=17

N=15

N=54

N=63

N=7

N=9

N=96

N=35

N=36

N=95

■民間事業所においても、時差出勤等の導入が広がりつ
つある。

 
農林水産

建設

製造

運輸

卸売・小売

飲食店・宿泊

医療、福祉業

サービス業

その他

公的機関

電気工事

不明

0
166

681
628

821
195

12
307

132
68

0
0

(人)

▼時差出勤・フレックスタイム参加人数

資料：時差出勤アンケート

N=3,010

•すでに時差出勤・フレックスタイムに参加している人数は3,010人。
•自動車通勤者の約17%に達している。
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冬期は北部地域と中央地域を結ぶバス路線の遅延が大きい
（新国道（土崎臨海～山王十字路）、山王大通り(秋田駅～山王十字路)を通過）

事業者ヒアリングでも冬期の新国道（土崎臨海～山王
十字路）及び山王大通り(秋田駅～県庁市役所前)で遅
延しやすいと指摘有り。

事業者ヒアリング結果
・基本的に長距離路線は遅延がしやすい。
・冬期の遅延の原因は、自家用車による渋滞による場

合が多い。
・現在、バス路線のある道路は除雪が行き届いており、

助かっている。
・特に渋滞しやすい区間は、県道56号(土崎十字路～茨

島交差点)・山王大通り(秋田駅～県庁市役所前)であ
る。

・近年、年間を通してバスレーンに入ってくる自家用車
が多くバスの走行性が大きく落ちている。

▼冬期に遅延が大きい路線

資料：秋田市の冬季間における乗合バス輸送サービスの現状と課題に関する調査

秋田駅～飯島北（新国道）
H18年時

11路線22系統
159往復/日
6.6往復/時

（２）冬期のバスの遅延
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（１） TDM施策による渋滞緩和策

種類 内容 効果

時間の変更(時差通勤)
＜広島市＞

平成7年より国の交通対策本部申合せを受け、官公庁職員のほか、民間企業も含めた時

差通勤が浸透しつつある。
ピーク時の交通量がやや平準化し、 大渋滞長についても平成
6年の5.8kmから平成9年には3kmに減少。

経路の変更＜浜松市＞ 平成9年に車を利用する通勤者に通勤ルートを変更してもらい、渋滞緩和状況を把握する

通勤経路変更実験を行った。

その結果、右記のような渋滞緩和効果があり、本格実施に向けた検討が進められている。

・渋滞時間帯が・・・・・90分→40分

・ 大渋滞長が・・・・・810m→730m
・走行時間が・・・・・・・15分→8分

・バス運行時間が・・・14分→5分

共同集配＜福岡市＞ 福岡市天神地区では、平成6年から35社の事業者からなる「天神地区共同輸送株式会社」
により共同集配が行われている。

地区内に49箇所(平成13年時点)の専用駐車スペースを設け、専用車両により荷さばきが

行われている。

・トラック台数・・・・・・・65％減

・エリア内走行距離・・87％減

・総駐車時間・・・・・・・17％減

交通情報の提供＜広島市＞ 公共交通機関の利用促進のために、路面電車やバス等の運行状況等の情報を提供して
いる。

・移動体インテリジェントロケーションシステム

・iモビリティセンター

―

バスの利用促進とバスレーンの工
夫

＜札幌市、長岡市＞

交通渋滞の緩和とともに、環境負荷の軽減や交通弱者の利便性を向上させるため、各地
でさまざまなバス利用促進策が実行されている。

●札幌市

昭和50年よりバスレーンが設置されているが、平成5年に一部レーンをカラー舗装した。また、北海道
警察は、一部の路線に公共車両優先システム(PTPS)と車両運行管理システム(MOCS)を導入した。

●長岡市

バス利用の促進と商店街の活性化をめざして、平成7年12月の試行を経て、平成8年4月よりお買い物
バス券を導入した。 このシステムは、市内の商店で2,000円以上の買物をした利用者が、バスの中で
取ることができる引換券と引き替えに、その商店からバスの回数券(150円)を受け取れるというもの。

●札幌市
一般車混入率は国道5号で24ポイント、国道12号で8ポイント減少した。

導入の結果、平均所要時間が1分26秒短縮し、また路線バスの乗客が

12.7％増加した。

●長岡市

平成9年度には月平均7,000枚の利用があった。

・新たなバス需要の喚起（バス以外からバスへの転換、新たな外出）

・・・12.1％

・自動車利用からバスへの転換・・・3.9%
・新たな買物客の創出(新たな外出、他の商業地からの吸引)・・・12.0%

自転車利用の促進

＜藤沢市、名古屋市＞

藤沢市では、自転車道、自転車歩行者道などの自転車走行空間の整備を図っている。ま
た、自転車駐車場等を整備し、大量公共輸送機関との連携を図ることにより、一層の自転
車利用の促進を図っている。

―

手段の変更(パーク&バスライド) 
＜金沢市＞

金沢市では、郊外の商業施設等の駐車場でマイカーからバスに乗り換えて都心に通勤す
る「K.Park」と呼ばれるシステムを平成8年度から実施している。

また、ゴールデンウィークには高速道路インターチェンジ周辺に臨時駐車場を設け、兼六園
までのシャトルバスを運行することで市内の交通渋滞の緩和を図っている。

平成5年の試行実験では、5分から10分程度の所要時間短縮効

果があった。

大量公共輸送機関の連結強化

＜豊橋市＞

大量公共輸送機関等の連結を強化するため、JR豊橋駅前にペデストリアンデッキを整備
するとともに、この下まで路面電車を延伸した。

路面電車、鉄道、バス等と自動車の相互の連結が強化され、利
用者の利便性や安全性が向上した。

○他都市事例
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○秋田市での施策展開方針

（１）国道等の主要な幹線道路において朝夕を中心に慢性的な渋滞が発生していることから道路管理者と連携によ
るTDM施策等の渋滞緩和策の導入

・パークアンドバスライド、パークアンドライド

・サイクルアンドバスライド

・自転車の利用促進（自動車からの転換）

・時差出勤の拡大 等
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【参考】

新国道の基幹バス導入に向けた車線運用
（リバーシブルレーン）社会実験案
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【朝ピーク時（7：00～10：00）】
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【それ以外の時間帯】
▼車線運用イメージ

▼H17新国道時間帯別上下線別交通量（(主)秋田天王線寺内三千刈）

資料：H17道路交通センサス

・新国道の時間帯別上下線別交通量を見ると、7：00～10：00で上り線の交通量が下

り線の交通量を大きく上回っている（右グラフ参照）
・そのため、新国道基幹バスの定時性確保に向け、時間帯で車線運用を変更する社

会実験を実施
・車線運用は、朝ピーク時7：00～10：00で上り3車線（うち1車線をバス専用レーン）・

下り1車線運用、その他の時間帯については従来どおりの片側2車線運用とする

（右下イメージ図参照）

【4車線道路のリバーシブルレーン運用事例】
■金沢市市道

（菊川２丁目交差点～鱗町交差点間）
・規制区間延長:550m
・朝ピーク時（7：00～9：00）都心部方向へ3車線運用

・現在運用中

【課題】
・この車線運用で、現行の交通量を処理可能かの詳細な検討が必要。
・社会実験を実施するにあたり、現在の各交差点での流出入交通量調査等を実

施し、それらの結果を用いて、ミクロシミュレーションによる検討を実施。
・車線運用上の課題、交通処理面から見た精査を実施する。
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秋田県では除雪の車線確保ランクを設定している。（補助国道、県道対象）

秋田市では、緊急輸送道路指定、バス路線、公共施設配置等から道路を重要度に応じて区分し、さらに豪雪に
対応するため、積雪深に応じた作業優先順位を定めている。（市道対象）

▼秋田管内（秋田市・男鹿市・潟上市・南秋田郡）車線確保マップ （平成１９年１２月４日現在 ）

出典：あきたのみち情報ＨＰ

平常時
(レベル1)

警戒時
(レベル2)

豪雪時
(レベル3)

緊急路線 1 1
主要幹線 2 2
生活幹線 3 3

一般生活道路 4 4
狭あい道路 5 2 3 5
緊急路線 1 1 1
幹線歩道 2 2
通学歩道 3 3

一般歩道 一般歩道 4 2 3 4

道路種別
道路の
区分

重要度
作業優先順位

車道

主要道路
1

1

生活道路
2

歩道
主要歩道 1

2

▼秋田市道路の重要度と優先順位（除雪）

○平常時（レベル１）：秋田地方気象台発表の積雪深が30cm未満

○警戒時（レベル２）： 〃 30cm以上50cm未満

○豪雪時（レベル３）： 〃 50cm以上

走りやすい

↑

青： 大型車２台以上がすれ違える幅が確保されている。

↑

緑： 乗用車２台がすれ違える幅が確保されている。

大型車の交互走行は困難。

↓

赤： 大型車１台程度しか確保されていない。

乗用車１．５台程度で、待避所等を設け交互通行する。

↓

走りにくい

（２）道路管理者と連携によるバスの冬期走行性向上
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秋田河川国道事務所では、秋田県、秋田市、秋田県警、東日本高速道路（株）、バス事業者、

（社）日本自動車連盟とともに「秋田地区道路サービス向上検討会」を組織し、「冬期道路サービ

ス」の向上に向けて官民が連携した取り組みを平成１５年度から行っている。

平成19年度の取り組み内容

除雪幅員の拡大

主要交差点における除雪タイミングの調整

凍結抑制剤散布の効率化

（散布区間の拡大と散布方法の見直し）

市役所 地域住民
車道除雪実施前に連絡・調整

車道除雪を実施
・「間口除雪の直後に車道から雪寄せ
された」、「車道除雪から時間がたって
しまい、間口の雪がカチカチになった」
等の苦情を減らす。

車道除雪に合わせた民家の間口除雪

・「間口除雪の直後に車道から雪寄せ
された」、「車道除雪から時間がたって
しまい、間口の雪がカチカチになった」
等の苦情を減らす。

車道除雪に合わせた民家の間口除雪タイミン
グを合
わせる

・機械・用具の貸し出し
・消耗品の提供
・安全指導

など

行政

・活動の実施
（清掃美化活動、植裁
管理、除雪など）

住民・企業など

協定
など

【ボランティアサポートプログラム】

○地域との連携強化

地域住民ボランティアの協力による狭隘な生活道路の除雪。

ハンドガイド式小型除雪機や排雪用トラックの貸与、燃料・点検の費用負担などで行

政が支援。

空き地を小堆雪場として確保。

※地区により取り組み内容の詳細は若干異なる

民家の間口除雪と車道除雪のタイミング調整

▼取り組み実施地域

＜参考＞官民が連携した冬期交通向上への取り組み

行政間の垣根を越えた除雪の実施
（道路管理者間相互の振り替え除雪の実施）

地域との連携強化（行政と住民との連携・社会実験の実施）

PRの強化
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6.2 郊外部
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【市民・地元関係者が主体となった生活交通確保に関する事例】
・採算性の低い郊外路線等、バス路線維持には行政･交通事業者･市民の三者が連携していくことが必要である
・ここでは、三者の役割分担を含めた全国の事例を紹介する

【NPOによる運営（三重県四日市市「生活バスよっかいち」）】
・NPO法人「生活バス四日市」が主体となって運営
・運賃は一乗車100円

【経緯】
・四日市市の羽津地区には、三重交通により近鉄名古屋駅へのアクセス路線として

の「羽津山線」と近鉄四日市駅を結ぶ「垂坂線」の2路線が運行されていた。
・しかし、維持困難の理由から2002年5月31日をもって垂坂線は廃止

・地元である羽津地区においては、アンケート調査を行ったところ、バスがなくなって
は困るという意見が多くを占めた

・このため、自治会と一部住民が中心となり「生活バス」として運行できないかの検
討が行われることとなった

・その過程において、新たな公共交通機関のニーズを創出する事を目標として、費
用は、地域企業からの協賛金を得て、地域住民が主体である公共交通機関の運
行、企画に携わる事となった

・試験運行開始当初は、任意団体「生活バス四日市運営協議会」（2002年9月設立、

地域住民と協賛企業、三重交通からなる）を設立し、地元企業から協賛金をあつ
めて、無償による運行を行っていた

・その後、2003年4月からは本格運行に移行することとなり、新たに運営主体として
NPO法人「生活バス四日市」が発足することとなった

・この際、1乗車100円の運賃をとることと、新たに行政から支援を受けることとなっ

た。

・無償試験運行時においては、平均70～80人程度の利用であった
・その後、本格運行に移行しても減少は見られず、平均90 ～100人程度と増加傾

向にある
▼運行説明会の様子 ▼生活バスよっかいち

【地域住民主導のバス運行（京都府京都市醍醐コミュニティバス】
・地域住民が主体となって運行を開始したバスサービス
･醍醐コミュニティバスのコンセプト

・このコミュニティバスは「醍醐地域にコミュニティバスを走らせる市民の会」が運
行を民間バス会社に委託して実施

・市民が主導となることで市民が望むバス路線を設定でき、さらに市民のニーズ
が的確に反映される

・当初の目標利用者数の約1.6倍の利用（H17実績）があり、利用者要望により土

日の運行本数を増やすなど、積極的な運行が行なわれている

1．真に「コミュニティ」のためのバスシステムに
2．これまでの公共交通とは異なるニーズに対応
3．地域全体をカバーしたネットワークに
4．気楽に乗れる運賃体系に
5．コミュニティを活かした市民本位・市民参加の仕組みづくりにつながること

が重要です

▲病院構内で折り返す

▼拠点である醍醐駅



67

6.3 公共交通空白地域
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【住民が運行費の一部を負担（青森県鯵ヶ沢町・相馬町）】
・青森県鯵ヶ沢深谷線、弘前市（旧相馬村）藍内線の2路線バスの運行費の一部

を地域住民が負担（回数券を購入）
・住民の負担額 2,000円/月（1戸当り）
・当初住民負担は1,000円/月（1戸当り）であったが、利用者減少が進んだことから

2,000円に増額されており、今後の更なる負担増が懸念される状況

【経緯】
・深谷地区は同町の中心部から約20km離れており、路線バスの運行が切望され

ていたものの、採算性の問題から当初実現に至らなかった。
・地域社会の衰退→公共交通の衰退→地域社会の衰退を一層加速するといった

悪循環に対する自治体の危機感から、地域内の路線バス（弘南バス）の維持を
図るため、平成２年に弘前市を中心とした津軽地域２８市町村により、路線バス
懇談会（平成５年３月に津軽地域路線バス維持協議会に改組）が設立

・この中で弘南バスがバス交通を担当する、自治体が地域交通の維持に責任を
負う、地域住民も応分の責任を負う、ことが基本合意された

・その結果同協議会の「ワーキングチーム」から運行費用の住民の一部負担が提
案され、具体的な路線として鰺ヶ沢町深谷地区（６２世帯すべて賛同）に深谷線
が開設された

▼藍内線（弘前市）
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<参考> 各交通システムのシステム諸元比較

・バスに対する市の負担は年間1.4億円（H19：補助金市負担分）
・低床バスは約1800万円/台、ノンステップバスは約2000万円/台（秋田中央交通ヒアリング）
・秋田中央交通は現在約220台が運行（仮に全てノンステップバスに買い替えると約44億円）
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